
国
民
健
康
保
険
税・後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料・介
護
保
険
料
の
賦
課
内
容
を
見
直
し
ま
す

問 

税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
担
当　
☎
㉓
５
１
４
７

第
２
次
大
崎
市
バ
イ
オ
マ
ス
産
業
都
市
構
想（
中
間
案
）へ
の

意
見
を
募
集
し
ま
す

問 

産
業
商
工
課
地
域
産
業
担
当　
☎
㉓
７
０
９
１　
FAX
㉓
７
５
７
８

　
市
は
、経
済
性
が
確
保
さ
れ
た
持
続
可

能
な
地
域
産
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
要
と
供
給

の
確
立
を
目
指
し
、「
第
２
次
大
崎
市
バ
イ

オ
マ
ス
産
業
都
市
構
想
」の
策
定
を
進
め

て
い
ま
す
。皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
を
募
集

し
ま
す
。

■
計
画
の
公
表
方
法

❶
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
の
閲
覧

❷
窓
口
で
の
閲
覧

▼�

市
政
情
報
セ
ン
タ
ー（
市
役
所
本
庁
舎

１
階
）

▼�

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー（
各
総
合
支
所
地

域
振
興
課
内
）

▼�

産
業
商
工
課（
市
役
所
本
庁
舎
３
階
北

側
）

■
対
象

　
市
民
ま
た
は
市
内
に
通
勤・
通
学
し
て

い
る
人
、市
内
に
事
業
所
を
有
す
る
個
人

ま
た
は
法
人
、本
事
業
に
利
害
を
有
す
る

人■
意
見
の
提
出
期
間

　
７
月
１
日
㈫
～
22
日
㈫

■
意
見
の
書
き
方

　
次
の
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。ま

た
、匿
名
の
問
い
合
わ
せ
や
電
話
で
の
意

見
に
は
応
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

❶
構
想（
中
間
案
）に
対
す
る
意
見

❷
氏
名
ま
た
は
事
業
所
名
称

❸
住
所
ま
た
は
事
業
所
所
在
地

❹
連
絡
先（
電
話
番
号・Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
）

■
提
出
方
法

❶
持
参
の
場
合

　
月
～
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）　
８
時
30

分
～
17
時
15
分

　
産
業
商
工
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
地
域

振
興
課
に
持
参

❷
郵
送
の
場
合

　
〒
９
８
９

－

６
１
８
８

　
古
川
七
日
町
１
番
１
号

　
産
業
商
工
課
に
郵
送（
７
月
22
日
㈫
消

印
有
効
）

❸
フ
ァ
ク
ス
の
場
合

　
産
業
商
工
課
に
送
信

❹
Ｅ
メ
ー
ル
の
場
合

　
件
名
を「
第
２
次
大
崎
市
バ
イ
オ
マ
ス

産
業
都
市
構
想
に
対
す
る
意
見
」と
し
、産

業
商
工
課（shoko@

city.osaki.m
iyagi.

jp

）へ
送
信

❺
応
募
フ
ォ
ー
ム
の
場
合

　
二
次
元
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
か
ら
意
見
を
入
力

※�

応
募
フ
ォ
ー
ム
の
開
設
期
間
は
、意
見

の
提
出
期
間
と
同
様
で
す
。

■表3　第1号被保険者の介護保険料基準額（下線部が変更点）
　各段階別の年額＝6,370円（基準月額）×12月×各段階別の基準額に対する割合（100円未満切り捨て） 軽減割合 世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額

7割 43万円＋10万円×（給与所得者等の数－1）を超えない世帯

5割 43万円＋30.5万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）＋10万円×（給
与所得者等の数－1）を超えない世帯

2割 43万円＋56万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）＋10万円×（給与
所得者等の数－1）を超えない世帯

所得段階 対象者 基準額に対する割合 保険料年額

第1段階
世帯全員
が住民税
非課税

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、本人の課税年金収
入額と合計所得金額の合計額が80.9万円以下の人 0.285 21,700円

第2段階 本人の課税年金収入額＋合計所得金額が80.9万円を超え
120万円以下の人 0.485 37,000円

第3段階 本人の課税年金収入額＋合計所得金額が120万円を超え
る人 0.685 52,300円

第4段階 本人が住
民税非課
税

本人の課税年金収入額＋合計所得金額が80.9万円以下の
人 0.9 68,700円

第5段階
【基準】

本人の課税年金収入額＋合計所得金額が80.9万円を超え
る人 1.0 76,400円

第6段階から第13段階までは対象者、基準額に対する割合、保険料年額に変更はありません

軽減割合 世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額 軽減後の均等割額

7割 43万円＋10万円×（給与所得者等（※）の数－1）以下の世帯 14,220円

5割 43万円＋（30.5万円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）
以下の世帯 23,700円

2割 43万円＋（56万円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－1）
以下の世帯 37,920円

国
民
健
康
保
険
税

　
国
民
健
康
保
険（
国
保
）税

は
、前
年
所
得
に
よ
る「
所
得

割
額
」、国
保
加
入
者
の
人
数

に
応
じ
た「
均
等
割
額
」、加

入
世
帯
に
対
し
て
か
か
る

「
平
等
割
額
」の
３
つ
の
項
目

の
合
計
額
で
す
。

■
課
税
限
度
額

　
国
保
税
の
課
税
限
度
額

は
、１
０
６
万
円（
介
護
保
険

対
象
外
の
世
帯
は
89
万
円
）

か
ら
、１
０
９
万
円（
介
護
保

険
対
象
外
の
世
帯
は
92
万

円
）に
変
更
し
ま
す
。

■
低
所
得
者
に
係
る
国
保
税

軽
減

　
軽
減
対
象
範
囲
が
変
更
と

な
り
ま
す
。軽
減
判
定
所
得

は
、世
帯
主
と
被
保
険
者
全

員
の
合
計
額
で
す
。（
表
１
）

※�

国
保
に
加
入
し
て
い
な
い

世
帯
主
の
所
得
も
含
む
。

介
護
保
険
料

　
介
護
保
険
料（
保
険
料
）

は
、介
護
が
必
要
に
な
っ
た

と
き
、誰
も
が
安
心
し
て
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
、社
会
全
体
で
支
え

合
う
制
度
で
す
。

　
保
険
料
額
は
、65
歳
以
上

（
第
１
号
被
保
険
者
）の
人

は
、基
準
額
を
基
に
所
得
段

階
別
に
決
め
ら
れ
て
い
ま

す
。（
表
３
）40
歳
か
ら
64
歳

ま
で（
第
２
号
被
保
険
者
）の

人
で
、国
保
に
加
入
し
て
い

る
場
合
は
、保
険
料
を
国
保

税
の
中
に
含
め
て
世
帯
主
が

納
め
ま
す
。ま
た
、職
場
の
医

療
保
険
制
度
に
加
入
し
て
い

る
人
は
、医
療
保
険
ご
と
に

設
定
さ
れ
る
介
護
保
険
料
率

と
給
与
に
応
じ
て
決
め
ら

れ
、給
与
か
ら
徴
収
さ
れ
ま

す
。

　
各
保
険
料（
税
）の
通
知
書

は
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま

す
。年
金
か
ら
引
き
落
と
し

の
人
は
、８
月
上
旬
に
送
付

し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

（
保
険
料
）は
、75
歳（
一
定
の
障

が
い
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
と

き
は
65
歳
）以
上
の
人
が
加
入

す
る
高
齢
者
の
医
療
制
度
で

す
。保
険
料
は
、一
人
一
人
が
均

等
に
負
担
す
る「
均
等
割
額
」と

前
年
の
所
得
に
よ
る「
所
得
割

額
」の
合
計
額
で
す
。（
表
２
）

■
保
険
料
の
計
算
方
法

　
均
等
割
額「
４
７
４
０
０
円
」

＋
所
得
割
額「（
前
年
中
の
所
得

－

43
万
円
）×
９・28
パ
ー
セ
ン

ト
」で
す
。

■
課
税
限
度
額

　
保
険
料
の
限
度
額
は
、80
万

円
で
す
。

※�給与所得者等とは❶一定額（55万円）を超える給与収入がある人、❷一定額（65歳未満の場合は60万円、65歳以上
の場合は125万円）を超える公的年金等収入があり給与所得がない人です。

■表2　後期高齢者医療保険料の軽減判定所得額（下線部分が変更点）

■表1　国民健康保険税の軽減判定所得額（下線部が変更点）
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